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２０２１年度事業報告書の発刊にあたって 
 

会長 森 征一  
 

会員校はじめ、関係者の皆様には、日頃から本協会の活動にご理解とご支援をいただき、深く感謝

申し上げます。２０２１年度決算に係る事業報告書をお届けするにあたり、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 ２０２１年度は、第Ⅱ期中期計画（2020〜2025 年度）の第２年度にあたります。短期大学の４大化

等により資格認定の申請件数が減少したことに起因する厳しい財政状況が続く中、本協会は中長期経

営戦略を立て、評議員会および理事会の承認のもと、“基本財産（２億円）を取り崩し、事業開発運

営資金を整備し、中期計画期間で事業を軌道にのせ、２０３０年に収支バランスの見通しを実現する”

という目標に向かって、第Ⅱ期中期計画をスタートさせました。 

初年度は、周知のように、事業開始早々から新型コロナウイルスの影響を受け、予定していた事業

計画を十分に実施できない年になり、第２年度も、コロナ収束の兆しが見えない状況が続いたため、

難しい判断ではありましたが、事業計画は原則としてオンライン形式（対面とオンラインを組み合わ

せたハイブリッド形式も含めて）に切り替えるとともに、可能な限り各事業の趣旨を活かせるように

工夫しながら、中期計画の工程表に沿った形で実施することにいたしました。 

事業成果について申し上げれば、（１）産学官連携に関しては、会員校等代表者交流会を産業界お

よび文科省との意見交換会と連結させる一体型で開催し、（２）研修講座に関しては、対面を前提と

した１講座は止むなく中止とさせていただきましたが、新たに「教学マネジメント実践講座」をオン

ラインで実施し、（３）資格認定に関しては、４大の申請件数を増加させることができました。これ

に加えて、会員校事務担当者説明会をはじめてオンデマンド配信で実施したことを特記しておきたい

と思います。 

最後に、いろいろな意味で辛い１年ではありましたが、会員校の皆様、役員の方々のご協力と事務

局職員の尽力のおかげで、満足とは行かないまでも、本協会の将来につながる一応の成果を出すこと

はできたと考えています。今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶と

いたします。 
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２０２１年度事業報告 

Ⅰ 法人の概要 

１．協会の目的 

協会は、大学・短期大学で学ぶ学生及び社会人に対する実務教育を行うとともに、実務教育に関

わる研究の充実と向上を図り、もってわが国の教育文化の発展に寄与することを目的とする。 

 

２．中期事業計画（２０２０～２０２５） 

「中長期経営戦略方針」（A,B,C,D）のそれぞれについて、第Ⅱ期中期計画期間の達成目標と事業

実施において留意すべき主要なポイントを以下のとおりとして、年度計画策定の際に参照し、達

成度を確認する。 

 

A.＜達成目標＞ 資格の認定数について、中期 6 年間で約 12％アップを実現する。 

B.＜達成目標＞ 独自なプログラムによる教育者養成講座を継続的かつ安定的に実施・普及する。 

C.＜達成目標＞ 協会事業につながる産学官対話による連携活動の進展と活性化を進める。 

D.＜達成目標＞ 事業開発運営資金を整備して中期期間で事業を軌道にのせ、2030 年に収支バラ

ンスの見通しを実現する。 

 

３．会員校の状況 
種 類 2022 年 4 月 1 日 2021 年 4 月 1 日 

会員校 

大  学 76 校 76 校 

短期大学 １０2 校 105 校 

合  計 １78 校 181 校 

賛助会員 ２団体 2 団体 
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４．協会組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

中⾧期経営戦略会議 

 

 

 

 

   

 

評議員選定委員会 

評議員選定委員 

評議員会 

評議員 

理事会 

理事 

監事 

資格教育課程審査専門委員 

広報常任委員会 

教育・企画常任委員会 

資格教育課程審査常任委員会 

大学教育・運営教職員研修特

別委員会 

産学官交流推進特別委員会 

実務実践研究ネットワーク

支援事業特別委員会 

資格改革事業特別委員会 

総務・財務常任委員会 

ＦＤ・ＳＤ実践講座チーム 

実務家教員養成講座チーム 

会員校担当者説明会実施チ

ーム 

大学連携「こども音楽療育士

修了者のためのＢＰ研究会」

推進チーム 

大学連携「地域の卒業生等社

会人の就業力向上支援」推進

チーム 

委
員
長
会
議 

正
副
会
長
会
議 

 

 

事務局 

顧問会議 

会長候補者選考委員会 

事
業
開
発
・
推
進
会
合 

中期計画評価会議 

教学マネジメント実践講座

チーム 

社会人の学びに見合う資格

や資格認定方法の検討チー

ム 



 

3 
 

５．評議員選定委員・評議員・役員に関する事項 

 

（１）評議員選定委員（202２年 3 月 31 日現在）[定数：5 名以上 7 名以内] 

№ 氏 名 現 職 任 期 

1 一郷 正道 
京都光華女子大学 名誉教授 
（前 京都光華女子大学学長） 

2020.1.1～ 

2 田中 義幸 田中義幸公認会計士事務所 公認会計士 2020.1.1～ 

3 谷本 榮子 学校法人関西外国語大学 理事長 2018.4.1～ 

4 松畑 煕一 前 中国学園大学・中国短期大学 学長 2018.5.11～ 

5 室井 廣一 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学長 2020.1.1～ 

 

（２）評議員（202２年 3 月 31 日現在）[定数：10 名以上２０名以内] 

№ 氏 名 現 職 任 期 

1 石井  茂 学校法人大阪成蹊学園 理事長・総長 2020.4.1～ 

2 尾﨑 春樹 学校法人目白学園 理事長 2018.4.1～ 

3 小田 寛人 常葉大学短期大学部 副学長 （新）2021.5.6～ 

4 越原 もゆる 
学校法人越原学園名古屋女子大学・同短期大学部  

理事長・学長 
2021.5.6～ 

5 風間 誠史 学校法人相模女子大学 理事長 （新）2021.5.6～ 

6 坂田 甲一 トッパン・フォームズ株式会社 代表取締役社長 （新）2021.5.6～ 

7 坂本 真佐哉 神戸松蔭女子学院大学 副学長 （新）2021.5.6～ 

8 志賀 啓一 
学校法人志學館学園鹿児島女子短期大学     
理事長・学長 

（新）2021.5.6～ 

9 高見  茂 京都光華女子大学・同短期大学部 学長 2021.5.6～ 

10 谷本 和子 関西外国語大学短期大学部 学長 2021.5.6～ 

11 西井 泰彦 学校法人就実学園 理事長 2021.5.6～ 

12 福山 孝子 鹿児島純心女子短期大学 副学長 2021.5.6～ 

13 松重 和美 四国大学・同短期大学部 学長 2021.5.6～ 

14 宮田 伸朗 富山短期大学 学長 2021.5.6～ 

15 吉田 幸滋 学校法人精華学園 理事長 2021.5.6～ 
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（３）代表理事（202２年3 月31日現在）[定数：理事のうち1名を会長、若干名を副会長] 

№ 氏 名 現 職 任 期 

1 森  征一 慶応義塾大学 名誉教授 2021.5.7～ 

2 清水 一彦 国立大学法人山梨大学 理事・副学長 2021.5.7～ 

 

（４）理事（202２年 3 月 31 日現在）[定数：12 名以上 20 名以内] 

№ 氏 名 現 職 任 期 

1 安藤 正人 愛知学泉短期大学 学長 2021.5.6～ 

2 上野 八郎 学校法人札幌国際大学 理事長 2021.5.6～ 

3 大宮  登 高崎経済大学 名誉教授 2021.5.6～ 

4 川嶋太津夫 大阪大学 高等教育・入試研究開発センター長 2021.5.6～ 

5 合田 隆史 尚絅学院大学 学長 （新）2021.5.6～ 

6 清水 一彦 国立大学法人山梨大学 理事・副学長 2021.5.6～ 

7 高橋 弘行 一般社団法人東京経営者協会 常務理事兼事務局長 （新）2021.5.6～ 

8 竹安 栄子 京都女子大学 学長 2021.5.6～ 

9 富田 敬子 常磐大学・常磐短期大学 学長 2021.5.6～ 

10 難波 雅紀 実践女子大学 学長 (新）2021.5.6～ 

11 西内 みなみ 桜の聖母短期大学 学長 （新）2021.5.6～ 

12 福井 洋子 大手前短期大学 学長 2021.5.6～ 

13 村崎 正人 学校法人村崎学園 理事長 2021.5.6～ 

14 森  征一 慶応義塾大学 名誉教授 2021.5.6～ 

15 矢口 洋生 仙台白百合女子大学 学長 2021.5.6～ 

16 山下 恵子 学校法人宮崎学園 理事長 2021.5.6～ 

17 栽原 敏郎 一般財団法人全国大学実務教育協会 事務局長 （新）2021.5.6～ 
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（5）監事（2022年 3 月 31 日現在）[定数：2 名] 

№ 氏 名 現 職 任 期 

１ 加藤  晃 学校法人金城学園 学園長 2021.5.6～ 

2 佐々木雄太 学校法人市邨学園 理事 （新）2021.5.6～ 

 

 

（６）顧問（2022年 3 月 31 日現在） 

№ 氏 名 現（元）職 任 期 

1 
森脇 道子 

〔名誉顧問〕 
前 一般財団法人全国大学実務教育協会  
代表理事・会長 

（新）2021.5.7～ 

2 一郷 正道 
京都光華女子大学 名誉教授 
（前 京都光華女子大学学長） 

2019.5.10～ 

3 城島 栄一郎 前 実践女子大学 学長 2021.5.7～ 

4 谷本 榮子 学校法人関西外国語大学 理事長 2017.5.9～ 

5 納谷 廣美 公益財団法人大学基準協会 特別顧問 2020.3.1～ 

6 松畑 煕一 前 中国学園大学・中国短期大学 学長 2017.5.9～ 

7 室井 廣一 九州栄養福祉大学・東筑紫短期大学 学長 2020.1.1～ 

 

６．事務局に関する事項（2022 年 3 月 31 日現在） 

職 名 氏 名 備 考 

事務局長 栽原 敏郎  

事務局次長   小宮 美枝子  

主事 金子 稔代  

主任 風戸 寛子 育児休業中 
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Ⅱ ２０２１年度事業の概況 

本年度は 2020 年度まで会長であった森脇道子理事が退任され、会長は森征一理事、副会長は清水

一彦理事の新体制で、諸事業の推進に取り組んだ。なお、引き続き森会長は産学官の交流事業及び

総務・財務関係、清水副会長は教員研修講座関係を担当することになった。また、今年度が第Ⅱ期

中期計画（2020～2025）の 2 年度にあたることから、昨年に引き続きその工程表に基づき事業計画

を策定した。 

しかしながら、2019 年度に始まったコロナ禍が“常態化”し、それを前提とした事業活動を行う

こととなった。前年度（2020 年度）はコロナ禍前の前提で策定した事業計画を期中に大幅に見直し

たが、2021 年度はある程度コロナ禍を前提とした計画を立てて活動を開始した。とはいえ 2021 年

度開始後にコロナ禍の状況が想定以上に変動し迅速な計画修正・対応を求められた。 

 

１．２０２１年度 全体活動方針、全体目標・主な施策について 

 

〈2021 年度 当初全体活動方針〉 

 本年度は、第Ⅱ期中期計画（2020～2025）の 2 年度目にあたる年である。この新たな事業計画は昨年議

論を重ねて取りまとめた第Ⅱ期中期計画のもとに策定したものである。2020 年度に引き続きこれを踏まえて、

2021 年度の全体目標・主な施策を策定している。 

 目標設定上で留意したのは、第Ⅱ期中期計画全体との結びつきと、前年度との継続性の明確化、事業活

動の重点化、事業間つながりの具体化、数値目標による実績の可視化である。そして、前年度に引き続き

第Ⅱ期中期計画の５つの達成目標を掲げ、総力をあげて達成を目指す。この事業活動方針として、時代の

変化を乗り切る方法を編み出し、小さな成果の積み重ねによって所期の目標達成をはかることとした。 

 

 

 1．資格到達目標達成度評価制度の会員校向け理解促進とリニューアル資格の普及拡大 

 2．研修講座のオンライン実現化と新講座開講に向けた諸整備の達成 

 3．産学官との関係性構築をはかる諸事業の実施と「実務実践研究」テーマに対する団体等への支援継続 

 4．協会業務のデジタル化体制整備 

 5．事業開発・推進の体制整備と中長期的視点から単年度全体目標達成度評価を実施 

 

上記目標を受けて、具体的活動としてコロナ禍の 2021 年度特に意図的に実施したのは、評議員会、理事

会並びに各種委員会等をすべてオンラインでの開催とした。また、産学官交流と文部科学省との定例交流会

等は代表者等交流会に統合しオンライン開催とした。講座も、当初予定の 4 講座中、「能動的学修の教員リー

ダー養成講座」を中止にしたが、他の 3 講座についてはオンライン化を図り開催した。 

会員校担当者説明会は、従来の対面方式から web を活用したオンデマンド方式で実施した。 

このような対応により“ウィズ・コロナ”を前提とし、デジタル環境を活用した事業モデルが施行できたことはある

意味で今後の事業活動へ向けた成果ともいえると考える。 
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達成目標　 (2021) 重点施策　（2021） 実施結果 担当部署等

A.
資格認定数を
中期6年間で1
万件到達

1.資格到達目標達成
度評価制度の会員校
向け理解促進とリ
ニューアル資格の普
及拡大

①2023年導入決定した資格評価制度に基づ
く（改定）資格ガイドライン・資格申請業務につ
いて、会員校担当者説明会を開催する。（10
月予定）
②リニューアルした「情報処理士」「ビジネス実
務士」等を会員校及び会員校外への普及策
を立案し、広報資料作成やプロモーションを
実施する。
③社会人（卒業生含む）の学びに見合う資格
や資格認定広報の検討及び資格学修成果の
データ化と活用・サービスの実現化検討。

①資格認定数は8,642件、認定料収入は4,767万円
②会員校事務担当者説明会を11月初旬からオンデマンドで
実施
③資格に関して複数の新聞への広告掲載を継続するととも
に、WEBの「リクルートスタディサプリ進路」へ14資格を紹介。
併せてHPによる効果的なＰＲ方法の検討を行った。
④社会人（卒業生を含む）の学びに見合う資格等の検討チー
ム（メンバー3名）の編成を行い、検討を進めている。
⑤資格学修成果のデータ化と活用・サービスの実現化は、事
業開発推進会合で進めるも検討中

・資格改革事業特別
委員会
・資格教育課程審査
常任委員会
・広報常任委員会
・教育・企画常任委
員会
・協会事務局

B.

独自プログラム
による大学教
育者養成講座
を継続

2.研修講座のオンライ
ン実現化と新講座開
講に向けた諸整備の
達成

①現行の研修講座について、プログラムの独
自性を維持して、オンライン対応を実現化す
る。（2021年度実施）
②新講座「教学マネジメント実践講座（仮
称）」の2021年開講に向けて、オンラインによ
る実施体制の整備をする。
③全研修講座の集客について、工夫を重ね、
定員充足を図る。

①「能動的学修の教員リーダー養成講座」は、コロナ感染者
が増大のため中止（13名参加予定）
②「FD教職員実践研究会」は、10月24日にオンラインで実施
（参加者7名)
③「実務家教員養成講座」は、オンラインで実施（参加者12
名）
④新規「教学マネジメント実践講座」は、オンラインで実施（参
加者8名）
⑤　①～③は2022年度は可能なら対面方式での実施を検討
中
⑥　③④の実施計画から運営まで、カングロ株式会社へ委託
（委託総額80万円）

・大学教育・運営教
職員研修特別委員
会
・広報常任委員会
・協会事務局

C.

産学官との対
話による連携
活動の展開と
活性化

3.産学官との関係性
構築をはかる諸事業
の実施と「実務実践研
究」テーマに対する団
体等への支援継続

①会員校等代表者交流会（年1回）の開催。
参加者増（10％UP）の方策を工夫し実施す
る。
②産業界関係者と協会との意見交換会（年2
回）を実施する。
③文科省との意見交換会を継続実施する。
④協会のささやかな社会貢献として「実務実
践研究ネットワーク」と「日本ビジネス実務学
会」への支援を継続する。

①会員校代表者等交流会は10月18日（月）オンラインでの開
催。テーマ「今、大学に求められるデジタル人財育成とは」
（参加者34名）
②産業界関係者と協会との意見交換会は、5月・10月とも中
止
③文科省との意見交換会は、本年度は、会員校代表者等交
流会に含めて継続実施
④実務実践研究ネットワークのテーマ「卒業生等社会人の就
業力向上」(12/18）と「こども音楽療育士修了者のためのBP
研究会」(2/11）の支援、および「日本ビジネス実務学会」へ
の支援を継続

・産学官交流推進特
別委員会
・実務実践研究ネッ
トワーク支援事業特
別委員会
・協会事務局

4.協会業務のデジタ
ル化体制整備

①デジタル化等による資格認定業務推進の
安定化を図る。
②資格データの活用・サービス実現化のため
の業務プラン作成を行う。
③講座や会議のオンライン実施のために事務
局の人材育成等の支援体制整備をする。
④各会議・各研修講座のオンライン開催（ハイ
ブリット型含む）の実施を継続し、安定化を図
る。

①デジタル化等による資格認定業務の安定業務遂行し、担
当職員の期中退職を受け委託業務を一部増やしての外注化
を実施
②資格データの活用・サービス実現のための業務プラン作成
は未達。
③オンライン（ZOOM）での会議は事務局職員で実施可能と
なった。講座、交流会については外部の専門会社の支援を
受けて次年度に向けてノウハウの蓄積を図った
④各会議・各研修講座のオンライン開催の実施。
⑤事務局職員2名が退職し（9月、11月）、総員4名だが中1名
育休中（2022年3月末まで）につき現状3名体制で業務を遂
行している。派遣職員、アルバイト、職員採用等を含めた人員
体制の確立が喫緊の急務となっている。12月から派遣社員、
1月からアルバイト1名を活用

・資格改革事業特別
委員会
・協会事務局

5.事業開発・推進の
体制整備と中長期的
視点から単年度全体
目標達成度評価を実
施

①事業開発・推進活動の取り組み体制の確
立を図る。
②中長期経営戦略会議（中期計画評価会
議）において、事業達成目標を担う担当部署
から達成状況や課題の報告を受け、中長期的
視点から評価し、正副会長・理事会へ報告す
る。

①予算編成を早めに取り組むようにした（正副会長事業開
発・推進会合）
②第18回理事会で補正予算の承認を受けた
③中期計画評価会議を2022年4月15日に開催

・事業開発・推進会
合
・総務・財務常任委
員会
・中期計画評価会議

事業開発運営
資金を整備し、
中期期間で事
業を軌道に乗
せ、2030年に

収支バランスの
見通しを実施

2021年度　全体達成目標と主な施策と実施結果

D.
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２．2021 年度諸事業の実施内容 

 

2-1 質保証・質充実のための「資格到達目標達成度評価制度導入（2023）へ向け

た考え方と仕組みの周知 

前年度（2020 年度）は資格到達目標達成度評価制度導入の確立に向けての検討するため、資格改

革事業特別委員会のもとに資格評価制度整備ワーキングチームを立ち上げ、「資格到達目標達成度

評価制度」に関する意向調査を会員校へ実施し、その回答結果の集計、分析を行い、意向調査の実

施のまとめを作成した。 

今年度は、それらを踏まえ 2023 年度から資格到達目標達成度評価制度の義務化がスタートするた

め、今年度（2021 年度）は同制度の考え方と運用について、概要を会員校様向け説明会（オンデマ

ンド方式）で説明を行った。 

 

2-2 新規講座のプログラムの実施と既存講座方式でのオンライン実施 

講座について、当初予定では以下の 4 講座を 3 講座は対面方式、1 講座はオンライン方式で実施

することにしていたが、コロナ禍の状況に鑑みて①は中止、②③は対面方式からからオンライ方式

に変更、④は当初予定通りオンライン方式で実施した。 

講座名 実施方式 参加人数（人）  

①能動的学修の教員リー

ダー養成講座 

中止 0 講座の目的・内容上参

加者間の密な交流が

必要なため対面方式

でないと実施不可能

と判断し中止した。 

②ＦＤ教職員実践研究会 対面→オンラインへ変更 7 実施方式を急遽変更 

③実務家教員養成講座 対面→オンラインへ変更 12 実施方式を急遽変更 

④教学マネジメント実践

講座 

オンライン 

 

8 当初よりオンライン

方式を予定 

 

中止講座があったことに加え、対面から急遽オンライン方式に変更した、新規講座の浸透不足等の影響

からか講座収入は当初予算の 560 万円のところ、実績は 233 万円と大きく下回ってしまった。 

一方、講座運営面では、初めてのオンライン（ＺＯＯＭ）で実施することにより、今後へ向けたノウハウが得

られた。 

 

2-３ 新規講座「教学マネジメント実践講座」の実施と既存講座方式でのオン

ライン実施 

昨年度から構想を練り今年度新規で実施した。オンライン形式により受講者がそれぞれの場所から参加

し、効率的に受講できた。オンラインの運営には外部の専門会社のサポートを得て、講師と受講者、受講者

同志のディスカッションや意見交換はある程度対面方式に近い交流がすることができた。受講者からは、参

加するために会場との往復に時間や手間が省け参加しやすいとの声も聞かれた。 
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２4 産学官の対話による人材育成の進展に寄与する事業 

～会員校等代表者交流会の実施～ 

例年実施してきた、会員校代表者等交流会は 2020 年度はコロナ禍の影響を受け、実施を見送った。今

年度（2021 年度）は、従来の対面方式からオンライン形式に変更し実施した。 

＜実施概要＞ 

日時 ： 2021 年 10 月 18 日（月） 10：00～12：00 

対象 ： 会員校代表者および教職員の方々 

参加費 ： 無 料 

定員 ： 30 名 

＜参加人数＞ 

42 名（参加者 34 名・パネリスト 3 名・委員 5 名） 

＜開催趣旨＞（開催案内より抜粋） 

高等教育の改革が進行するなかで、近年とみに産業界や官公庁などの特定分野で、豊富な経験を積ん

だ専門家をあらたに大学に迎え入れ、実践的な職業教育を実施する「実務家教員」が重要視されています。 

  また、高等教育無償化の条件にも実務家教員があげられ、その数はますます増加すると考えられてお

り、実務家教員の増加は、従来の高等教育の担っていた実務教育にも大きな影響を及ぼすことが予想され

ます。一方、実務家教員には教育経験の不足から、貴重な経験が十分に教育の現場で、活用されないの

ではないかとの危惧も指摘されています。 

今年度当協会では、さまざまな対応を求められている大学の実情を理解することを目的に、特別企画とし

て産学官意見発表会とパネルディスカッションを開催致します。わずかな時間ですが、有意義な意見交換を

していただくことを願い、多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

＜プログラム骨子＞ 

進行スケジュール 

10：00 はじめに（スケジュールと進め方について） 司会・清水一彦（全国大学実務教育協会副会長） 

10：10 開催挨拶 森征一（全国大学実務教育協会会長） 

◆基調講演 

10：20 「デジタル化社会に対応する高等教育政策

について」 

文部科学省高等教育局専門教育課 

企画官  中澤恵太様 

10：50 「企業から見た大学（文系）に求めるデジ

タル人材とは」 

株式会社 NTT データ北陸・株式会社 NTT データ

信越代表取締役社長 池田佳子様 

◆意見交換会 

11：20 ご参加者による意見・情報交換 

講演者池田佳子様もご参加いただきます。 

コーディネーター 

清水一彦（全国大学実務教育協会副会長） 

11：50 本日の交流会のまとめ 清水一彦（全国大学実務教育協会副会長） 

12：00 終了  
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＜内容のまとめ＞ 

 10 月 18 日午前 10 時から 12時まで、本協会の会員校代表者等交流会が、参加者 30名でオン

ライン開催された。今回の全体テーマは、「今、大学に求められるデジタル人材育成とは」であ

る。デジタル人材育成の対象は、一般企業の文系出身のスタッフにも及び、社会のデジタル化

に対応可能な人材育成が急務となった。さらに新型コロナウイルス感染症拡大で、オンライン

化が必須となり、デジタル環境や教職員のオンライン業務対応能力の不備が浮き彫りになりつ

つ、デジタル化がさらに加速されている。 

 そうしたデジタル人材育成の実情を把握するために、高等教育における DX（Digital 

Transformation）を推進する文部科学省高等教育局専門教育課の中澤恵太企画官と、デジタル

人材を活用する NTT データ北陸・NTT データ信越の池田佳子社長を迎え、中澤企画官の「デジ

タル化社会に対応する高等教育政策について」の講演と、池田佳子社長の「企業から見た大学

（文系）に求めるデジタル人材とは」の講演が行われた。 

 Society 5.0 を掲げる文科省は、正解のない問題に立ち向かい、試行錯誤しながら前へ進む

「探究的な学び」を重視し、DX（Digital Transformation）の「数理・データサイエンス・AI」

の基礎力をすべての国民が育み、活用できる状況を目指している。 

 一方、デジタル化を世界規模で推進している NTT データグループが求める人材として、池田

氏は、IT・デジタル技術に関する基礎の基礎を身に着け、コミュニケーション力、文章作成能

力、論理的思考力。課題発見能力、責任遂行力などを備えた人材なら、文系であっても、デジ

タル人材として活躍できることを明示し、参加大学・短大から大きな反響を呼んだ。 

講演を受けての意見交換では、様々な質問が出たが、リモート学習と対面学習、リモートワー

クと出社業務の長所を使い分け、個人個人が、学び方、働き方を選ぶ時代に向けて、大学・短

期大学が、DX に備えて心がけるべき課題が示され、本協会は、情報処理士、上級情報処理士と

いう資格認定事業の進化に向けた示唆を得ることになった。 

 

2-5 ネットワーク支援事業と「実務実践研究」のテーマ別取組み 

 

 「地域の卒業生等社会人の就業力向上支援チーム」の活動について、各地域 5 大学・短

大及び NPO の代表者により「地域の卒業生等社会人の就業力向上の交流会 2021 年 6 月 28

日を皮切りに 6 回にわたりオンラインで実施した。会を通じて、各大学・短大の取り組み

の共有と有効な方法論の検討を行った。2022 年度はこれまでの活動成果を小冊子にまとめ

て発行する予定にしている。 

 「こども音楽療育士修了者のための BP研究会」については、こども音楽療育士を養成す

る大学の担当教職員の方々を対象に交流を行い、教員の学びを深めることを目的に 2022 年

2 月 11 日オンラインで実施し、効果的な養成方法について意見交換を行った。 
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2-6 資格教育課程に係る事業 

 

（１）資格教育課程の認定 

2021 年度申請の資格教育課程の新規申請及び入会の申請は、下記のとおりであり、資格

教育課程審査常任委員会及び理事会において、当該資格教育課程を審査のうえ認定を行い、

2022 年 4月 1 日から 5校の入会を承認した。 

1 旭川大学短期大学部 

2 滋賀文教短期大学 

3 大阪信愛学院大学 

4 神戸親和女子大学 

5 関西国際大学 

 

 

2021 年度の資格教育課程の新規認定審査の申請は、下表のとおりであった。 

  新規入会 新規教育課程申請 教育課程変更申請 確認届 

2021 年 9 月 大学 0 校 1 校 1 資格 9 校 15 資格 4 校 4 資格 

 短大 2 校 5 校 6 資格 10 校 14 資格 1 校 1 資格 

         

2022 年 1 月 大学 3 校 7 校 11 資格 8 校 18 資格 1 校 1 資格 

 短大 0 校 2 校 4 資格 28 校 60 資格 0 校 0 資格 

         

合計 大学 3 校 8 校 12 資格 17 校 33 資格 5 校 5 資格 

 短大 2 校 7 校 10 資格 38 校 74 資格 1 校 1 資格 

総合計  5 校 15 校 22 資格 55 校 107 資格 6 校 6 資格 

 

資格教育課程審査常任委員会及び理事会において当該資格教育課程を審査のうえ認定を

行った。また、提出があった確認届については、事前審査委員が審査した後、同常任委員

会で確認し、それぞれ申請校に通知を発出した。 

 

（2）資格認定証の授与 

2021 年度の資格認定証授与総数は、8,642 件、内訳は大学2,784 件、短期大学 5,858 件 

であった。 

なお、従前の全国大学実務教育協会からの資格認定証授与数の総合計は 655,534 件であ

った。短期大学の規模の縮小等に伴って、大学の授与数が増加している。2021 年度は、資

格改革を行った、情報処理士等の新規申請があり、今後の授与数に貢献の可能性が出てき

た。 

資格認定証授与数は、協会にとって大きな課題であるため、引き続き、資格改革事業特
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別委員会と資格教育課程審査常任委員会とで協力し、中期的な視点で協会資格の今後の方

向性の確認を行い、資格改革については次年度も特別委員会において更に検討していく予

定である。 

 

（3）実務教育の表彰 

 １）会長賞の授与 

学生への会長賞の授与制度は、優れた成績で資格を取得した学生を顕彰するため

に 1994 年度に創設した。今年度においては、資格認定証を授与するとともに受賞者

93 名に会長賞を授与した。制度開始からの延人数は 4,429 名である。 

 

 ２）実務教育優秀教員表彰 

実務教育優秀教員表彰制度は、協会創立 30 周年を迎えた 2003 年度から協会が認

定する資格認定関連科目を担当する教員のうち、教育（授業）能力が高く、学生によ

る授業評価が最高水準である者や教育研究や社会的活動において実務教育の充実向

上に貢献する業績を上げている者を表彰する制度である。2021 年度においては、6

大学学長から実務教育優秀教員としてそれぞれ 1 名の教員の推薦があり、教育・企

画常任委員会において提出書類を確認の上、この 6 名に表彰状と副賞を授与した。 

 

2021 年度実務教育優秀教員名簿 

№ 大 学 名 氏  名 所属 職位 

1 
 大阪河﨑リハビリテーション大

学 
田崎
タザキ

 史江
フミエ

 

  リハビリテーション学部 

  リハビリテーション学科 

  作業療法学専攻 

助教 

2  四国大学 田中
タナカ

 有里
ユリ

 
  経営情報学部 

  メディア情報学科 
助教 

3  京都文教短期大学 森川
モリカワ

 知史
トモフミ

   ライフデザイン学科 教授 

4  和歌山信愛女子短期大学 中西
ナカニシ

 淳平
ジュンペイ

   生活文化学科 准教授 

5  宮崎学園短期大学 中武
ナカタケ

 亮子
リョウコ

   保育科 教授 

6  鹿児島女子短期大学 石田
イシダ

 もとな   教養学科 講師 
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2-7 協会事業の広報等 

 

（１）刊行物等の編集発行 

①「2020 年度事業報告書」を 2021 年 6月に本協会ホームページに掲載した。 

②会報第 23 号（June2020）を 2021 年 6 月に 1,200 部発行し、会員校をはじめ公立大

学、関係機関・団体等に配付し、併せて本協会ホームページに掲載した。 

③昨年度に引き続き「学生向け資格リーフレット」を、新入生に協会の資格内容をわか

りやすくアピールするため、資格の体系化、資格の位置付けや資格取得までの流れを明

示するなどの工夫をして「全資格」のリーフレット及びリニューアルした「ビジネス実

務士」のリーフレットを作成した。 

 

（２）広告の掲載 

本協会及び協会資格の認知度を高めるための広告活動のほか、「大学実務家教員養成

講座」等の広報活動を次のとおり行った。 

①中小企業家しんぶん（中小企業家同友会全国協議会発行）9 月 5 日号に「大学実務家

教員養成講座」の広告を掲載した。また、7 月 15 日号に「変革する社会で活躍する資

格」として、情報処理士をはじめ計 12 資格の広告を掲載した。 

②月間中小企業家（東京中小企業家同友会発行）9 月号に「大学実務家教員養成講座」

の広告を掲載した。 

③週刊経団連タイムス（日本経済団体連合会発行）9 月 2 日号、9 月 16 日号「大学実

務家教員養成講座」の広告を掲載した。 

④東商新聞（東京商工会議所発行）7 月 20 日号に「大学実務家教員養成講座参加者募

集中」の広告を掲載した。 

⑤教育学術新聞（日本私立大学協会）5 月 12 日号、6 月 2 日号に「変革する社会で活

躍する資格」として、情報処理士をはじめ計 12資格の広告を掲載した。 

⑥全私学新聞 5月 3日･13 日合併号に、変革する社会で活躍する資格」として、情報処

理士をはじめ計 12 資格の広告を掲載した。 
その他、蛍雪時代、スタディサプリ進路（㈱リクルート）等に当協会の各種資格の情報

を掲載した。 

 

（３）協会 Web サイト https://www.jaucb.gr.jp 

協会 Web サイトの充実のため、利用者のご要望を受け“会員校サーチ”を複数ページ

に張るなど、利用率の高い Google Chrome での閲覧者に安心して利活用していただけ

るよう HTTPS に対応させるなど、Web サイトの改善を図った。 

なお、協会 Web サイトの 2021 年度の年間アクセス数は、49,342 件（一日平均 135 件）

であった。 
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２8 実務教育の調査、関係機関との交流及び協力 

 

（１）日本ビジネス実務学会との連携 

設立時から本協会の活動と密接な協力関係にある日本ビジネス実務学会の活動に引

き続き協力するため、経費を計上して支援を行っている。 

 

（２）一般財団法人未来教育推進機構による「情報活用力診断テスト Rasti」 

2021 年度の会員校からの受験状況は 4 校、2,227 名であり、2009 年年度からの実

施校は 12大学（6大学・6短期大学）で受講者総数は 31,190 名であった。 

 

 

 

３．その他の結果 

 

3-1 役員の選任 

2021 年 5月に評議員会を開催し、役員の選任を行った。（役員名簿等については、 

P.3～P.5 に掲載） 

 

3-2 20２１年度事業報告書及び計算書類の承認 

定款第 12条の定めに従い、2021 年度事業報告書及び計算書類（貸借対照表及び収支

計算書）等を作成し、監事の監査を受け、2022 年 5 月の第 19 回理事会で承認を得るこ

ととしている。その後の定時評議員会で承認を得た上で、定款第 58 条の定めに従い、

貸借対照表を本協会 Web サイトへ掲載することとしている。 
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４．２０２２年度全体活動方針及び全体目標と主な施策の決定 

 

2022 年度全体活動方針及び全体目標と主な施策については、2021 年 12 月開催の第

17回理事会で了承され、併せてこれにより2022年度予算編成を行うことが了承され、

2022 年 3 月開催の第 18 回理事会において 2022 年度事業計画案及び収支予算案を承

認した。2022 年度全体活動方針及び全体目標と主な施策については以下のとおりで

ある。 

（2022 年度の全体活動方針） 

2022 年度の事業活動方針は、前々年度から継続するコロナ禍に伴いそれ以前の社

会・事業環境の激変した新たな環境を前提とした事業活動に取り組むことを念頭にお

いて策定することとする。環境の変化によって生じた新たな課題を克服するとともに、

その変化をチャンスと捉え従来とは違った視点で事業を見直し新たな機会開発を行

っていきたい。そのために当初の計画により活動を進めながらも、年度開始後にも生

じてくる変化にも積極的かつ柔軟に取り組んでいきたいと考える。 

＜2021 年度活動の振り返りと実績＞ 

ここまでの事業活動を振り返ると、昨年度始まったコロナ禍が“常態化”しそれを

前提とした社会・事業活動を行うこととなった。当協会の事業としては、昨年度はコ

ロナ禍前の前提で策定した事業計画を期中に大幅に見直し新たな対応を行ったが、当

年度はある程度コロナ禍を前提とした計画を立てて活動を開始した。とはいえ年度開

始後にコロナ禍を巡る状況が予想以上に変動し迅速な計画修正・対応を求められた。

特に理事会・委員会等会議、講習会、交流会等はほぼ全面的に対面を中止しオンライ

ンでの実施となった。 

具体的には、2021 年 5 月の評議員会と同年 5月、9月、12 月、2022 年 3 月の理事会

並びに各種委員会等の会議をすべてオンラインでの開催とした。また、産学官交流と

文部科学省との定例交流会は単独での実施を見合わせ、代表者等交流会と統合しオン

ラインでの開催とした。講座についても、当初計画した 4つの講座の中、講座特性上

対面での実施が必須とされる「能動的学修の教員リーダー養成講座」の実施を直前で

中止にしたが、他の 3 つの講座についてはオンライン化を図り開催することができ

た。 

また、会員校からの申請依頼に関する資格申請審査についても、予め審査委員に申

請書類を送り、審査を依頼しオンラインで委員会を開催し審査を行うことができた。 

会員校担当者説明会については、従来は対面で行ってきたが今年度は事前に事務局で

録画したデータを web 上にアップすることにより会員校の皆様にご覧いただくオン

デマンド方式で実施した。なお、本説明会では、これまで協会として取り組んできた

資格改革の経緯・成果、「質保証のための資格目標達成度評価制度」の運用について

説明し、会員校からの問い合わせ事項についてＱ＆Ａを掲載した。 

このような対応により“ウィズ・コロナ”を前提とし、デジタル環境を活用した事

業モデルが施行できたことはある意味で今後の事業活動へ向けた成果ともいえると
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考える。 

 

＜直近の事業課題＞ 

 以上の今年度の活動を踏まえ、来年度へ向けた主要な課題は以下の３点である。 

・デジタル化による事業収入拡大へ向け、効果的なプロモーションの実施と運営コス

トの抑制を行う。 

・業務のデジタル化と外部との連携強化により業務効率化を進め業務改善とコスト

の削減を図る 

・事務局体制について 

今年度は上記活動の振り返りに記したようにこれまでにないいくつもの取り組み

を行ってきたが、事務局において長年の経験・専門知識を有するベテラン職員、ＩＴ

スキルを有する中堅職員各 1名が退職し現状 3名での業務運営になっている。新たな

人材の確保に加え、職員の高齢化に鑑みて知識やスキルのブラシュアップが課題とな

っている。取り急ぎ、常勤・非常勤の適材の採用や臨時職員等の活用、併せて職員の

スキル（デジタルスキル）の向上が喫緊の課題といえる。 

 

＜2022 年度事業活動において重視する点＞ 

2022 年度も引き続き“ウィズ・コロナ”を前提とし、対面・非対面のメリットとリ

スクを念頭においてこれまでのやり方にとらわれない新たな活動を考え、展開してい

きたい。 

・人員の体制が整った後、活動の最重点事項である事業収入の確保へ向けた取り組み

のために、従来の広報活動に加えＨＰや外部機関と協会ＨＰとのリンク等、より積極

的な活用を行いデジタルでの発信を促進する。 

・2023 年度から義務化する「質保証のための資格目標達成度評価制度」の運用につい

て、会員校にとって 10 年程度の猶予期間を活用した効果的で運用しやすい仕組みの

提供と周知を行っていく。 

・事務局職員の人数、年齢構成等内部リソースの状況に鑑み、来年度は課題達成へ

向けてよりプライオリティを意識し、重点化した活動を行っていきたい。 

具体的な内容については、次表「2022 年度全体目標と主な施策」をご覧いただき

たい。 
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中期達成目標 達成目標　 (2022) 重点施策　（2022） 担当部署等

A.
資格認定数を中期6年間
で1万件到達

1.資格到達目標達成度評価制
　度の義務化へ向けた会員校
　向け理解促進と協会資格の
　普及拡大

①資格改革の成果を踏まえた広報・普及を行う。
②ホームページ等WEBを活用した広報・普及の検討
③2023年度からの導入が決まっている資格到達目標達成度
評価制度に関して、具体的な手続きを確立し、会員校担当
者説明会により実施へ向けた具体的な説明を行う。

・資格改革事業特別委員会
・資格教育課程審査常任委員会
・広報常任委員会
・教育・企画常任委員会
・協会事務局

B.
独自プログラムによる大
学教育者養成講座を継続

2.研修講座のオンラインを活
　用した効果的かつ安定的実
　施

①現行の研修講座について、2021年度にオンラインで実施
した結果を踏まえ、講座の目的特色を活かした実施方法の
再検討を図る。
②オンラインで実施した新講座「教学マネジメント実践講
座」について内容・進め方のブラッシュアップを図る
③全研修講座の集客について、工夫を重ね、定員充足を図
る。

・能動的学修・大学教育改革の
　教職員研修特別委員会
・広報常任委員会
・協会事務局

C.
産学官との対話による連
携活動の進展と活性化

3.産学官との関係性構築をは
　かる諸事業の実施と「実務
　実践研究」テーマに対する
　団体等への支援継続

①会員校等代表者交流会（年1回）の開催。
参加者増の方策を工夫し実施する。
②産業界関係者と協会との意見交換会の実施を検討する。
③文科省との意見交換会の実施を検討する。
④上記①～③単独での実施に拘らずトータル的な観点から
実施のあり方を再検討する。
⑤社会人の学びに見合う資格や資格認定方法の検討チーム
の議論を踏まえたサービス、普及方法の検討。
⑥協会のささやかな社会貢献として「実務実践研究ネット
ワーク」と「日本ビジネス実務学会」への支援を継続す
る。

・産学官交流推進特別委員会
・実務実践研究ネットワーク
　支援事業特別委員会
・協会事務局

D.

事業開発運営資金を整備
し、中期期間で事業を軌
道に乗せ、2030年に収支
バランスの見通しを実施

4.協会業務の効率化とデジタ
　ル化体制整備

①“ウィズ・コロナ”を前提とした事務局体制の検討。
②デジタル化等による資格認定業務推進の効率化・安定化
を図る。
③講座や会議のオンライン実施のために事務局の人材育成
等の支援体制整備をする。
④各会議・各研修講座のオンライン開催の実施を継続し、
安定化を図る。

・資格改革事業特別委員会
・協会事務局

5.事業開発・推進の体制整備
　と中長期的視点から単年度
　全体目標達成度評価を実施

①事業開発・推進活動の取り組み体制の整備を図る。
②中長期経営戦略会議（中期計画評価会議）において、事
業達成目標を担う担当部署から達成状況や課題の報告を踏
まえ、情報を整理し、正副会長・理事会へ報告する。

・事業開発・推進会合
・総務・財務常任委員会
・中期計画評価会議

<2022年度　全体達成目標と主な施策>
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５．202１年度予算・決算及び財務諸表 

 

5-1 202１年度予算 

2021 年度予算については、第Ⅱ期中期計画（2020～2025）、第Ⅱ期中期財務計画（2020

～2025）及び 2021 年度全体活動目標と主な施策に基づいて、2020 年度決算見込み、2021

年度収支見通しを踏まえ、業務の合理化、管理経費の抑制、新規事業の実現化に配慮しつ

つ編成し、2021 年 3 月 4 日に開催された第 13回理事会において承認された。 

また、2021 年度は前述のとおり、コロナ禍により、①教員講座の一部中止とオンライン

化、代表者等交流会を対面方式からオンライン方式にし参加料を無料としたことにより、

収入が減額になったこと、②そのため、講座等の開催のための会場費等の費用が不要にな

ったこと、③会議等の開催の減少やオンライン会議に変更したことにより、会議費や旅

費・交通費が減額になったこと、④当初、今年度の事業計画にはなかった資格認定業務の

外部委託を増やしたことや講座のオンライン化の支援を外部に委託したこと等から、印刷

製本費、委託費等が増額したことなどにより補正予算を編成し、2022 年 3 月開催の第 18

回理事会において承認された。 

 

5-2 202１年度決算 

2021 年度の決算については、定款第 12 条の定めに従い、会長が 2021 年度事業報告書及び

計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）等を作成し、監事の監査を受け、2022 年 5 月

の理事会及び定時評議員会に付議する。2022 年度は中期財務計画の 3 年目となるが、引き続

きこの計画に基づきコロナ禍を前提とした事業の効果的・効率的な推進を行い赤字体質からの

着実な脱却を図ることとしている。 
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5-3 財産の状況 
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科　　　　目 当年度 前年度 増　減
２．経常外増減の部
(1) 経常外収益

経常外収益計 0 0 0
(2) 経常外費用

経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 2,221,931 △ 8,923,953 11,145,884
一般正味財産期首残高 364,096,103 373,020,056 △ 8,923,953
一般正味財産期末残高 366,318,034 364,096,103 2,221,931

Ⅱ  指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ  正味財産期末残高 366,318,034 364,096,103 2,221,931



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2021 年度 事業報告書 

 

発 行  2022 年 5 月 10 日 

 

発行所 一般財団法人全国大学実務教育協会 

 

  〒 102-0074 

     東京都千代田区九段南四丁目 2-12 

     第三東郷パークビル 2 階 

       電話   03-5226-7288 

       FAX   03-3263-8633 

E-mail jaucb＠ jaucb.gr.jp 

URL https://www.jaucb.gr.jp 
 

 

 


